
1

政
令
第
二
百
七
十
六
号

中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九

十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
号
、
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
、
第
十
二

条
、
第
十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
「
金
融
機
関
」
と
は
、
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
臨
時
措
置
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。

（
中
小
企
業
者
の
範
囲
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
金
融
・
保
険
業
（
保
険
媒
介
代
理
業
及
び
保
険
サ

ー
ビ
ス
業
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

法
第
二
条
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
九
百
人
以
下
の
会
社
及
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び
個
人
で
あ
っ
て
、
ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
自
動
車
又
は
航
空
機
用
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
製
造
業
並
び
に
工
業
用
ベ
ル
ト

製
造
業
を
除
く
。
）
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
以
下
の
会
社
及

び
個
人
で
あ
っ
て
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
又
は
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
（
法
第
二
条
第
二
項
第

一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
百
人
以
下
の
会
社

及
び
個
人
で
あ
っ
て
、
旅
館
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

農
事
組
合
法
人

五

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
十
六
号
）
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の

（
金
融
機
関
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
）

第
三
条

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

金
融
機
関
の
子
会
社
等

二

銀
行
を
子
会
社
等
と
す
る
親
会
社
等
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三

銀
行
を
子
会
社
等
と
す
る
親
会
社
等
の
子
会
社
等
（
当
該
銀
行
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四

金
融
機
関
の
関
連
会
社
等

２

前
項
に
規
定
す
る
「
親
会
社
等
」
と
は
、
他
の
法
人
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
を
決
定
す
る
機
関
（
株
主
総
会
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
意
思
決
定
機
関
」
と
い
う
。
）
を
支
配
し
て
い
る

法
人
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、
前
項
に
規
定
す
る
「
子
会
社
等
」
と
は
、
親
会
社
等
に
よ
り
そ
の
意
思
決

定
機
関
を
支
配
さ
れ
て
い
る
他
の
法
人
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
親
会
社
等
及
び
子
会
社
等
又
は
子
会
社
等
が
他
の

法
人
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
は
、
そ
の
親
会
社
等
の
子
会
社
等
と
み
な
す
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
「
関
連
会
社
等
」
と
は
、
法
人
（
当
該
法
人
の
子
会
社
等
（
前
項
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
が
、
出
資
、
取
締
役
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
役
職
へ
の
当
該
法
人
の
役
員
若

し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
の
就
任
、
融
資
、
債
務
の
保
証
、
担
保
の
提
供
、
技
術
の
提
供
、
事
業

上
の
取
引
等
を
通
じ
て
、
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
法
人
（
子

会
社
等
を
除
く
。
）
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
大
会
社
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
）
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第
四
条

法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
は
、
大
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
大
会
社
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
子
会
社
等
及
び
関
連
会

社
等
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
「
子
会
社
等
」
と
は
、
大
会
社
に
よ
り
そ
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
さ
れ
て
い
る
他
の
法
人
と
し
て
主

務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
大
会
社
及
び
子
会
社
等
又
は
子
会
社
等
が
、
他
の
法
人
の
意
思
決

定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
は
、
そ
の
大
会
社
の
子
会
社
等
と
み
な
す
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
「
関
連
会
社
等
」
と
は
、
法
人
（
当
該
法
人
の
子
会
社
等
（
前
項
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
が
、
出
資
、
取
締
役
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
役
職
へ
の
当
該
法
人
の
役
員
若

し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
の
就
任
、
融
資
、
債
務
の
保
証
、
担
保
の
提
供
、
技
術
の
提
供
、
事
業

上
の
取
引
等
を
通
じ
て
、
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
法
人
（
子

会
社
等
を
除
く
。
）
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
報
告
を
通
知
す
る
大
臣
）

第
五
条

法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
と
す
る
。
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（
検
査
及
び
監
督
に
係
る
政
令
で
定
め
る
法
律
）

第
六
条

法
第
九
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
法
律
と
す
る
。

一

銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）

二

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）

三

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

四

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

五

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）

六

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

七

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）

八

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）

（
主
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
七
条

こ
の
政
令
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
実
施
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
事
項
は
、
主
務
省
令

で
定
め
る
。
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（
主
務
省
令
）

第
八
条

こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
命
令
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関

内
閣
府
令

二

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関

内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令

三

法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
融
機
関

内
閣
府
令
・
農
林
水
産
省
令

（
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
九
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
う
ち
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
の
受
理
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
金
融
機
関
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
の
本
店
又
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。

２

法
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
の
う
ち
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
（
地
方
農
政
局
の
管
轄
区
域
を

超
え
な
い
区
域
を
地
区
と
す
る
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
金
融
機
関
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
。



7

（
報
告
の
経
由
）

第
十
条

法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
な
い
区
域
を
地
区
と
す
る
労
働

金
庫
が
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
報
告
は
、
当
該
労
働
金
庫
の
地
区
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
（

第
六
条
の
規
定

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日

法

は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

に
基
づ
く
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定


